


  
 

 法人後 活 の概要 

 

上述したように、菰野町において第三者後見人を見つけることが困難なケースが発生してきたこ

とを背景として、菰野町社会福祉協議会が法人後見を受任することを始めることとなった。しかし、

菰野町社会福祉協議会は、色々な在宅サービスを実施しており、後見人となると利益相反すること

が十分予測された。また、人の人生を左右する重大な業務を受任し、活動していくためには、利益

相反を極力排除し、その活動を第三者的に監視し支える仕組み、及び職員の資質の担保が必須であ

るため、法人後見業務要綱及び法人後見委員会設置要綱を策定して、これに従い事業運営を行って

いる。 

 

） の  

後見業務は、認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者等の意思決定が困難な者の判断能力

を補うため、本会が成年後見人、保佐人、補助人又は後見監督人（以下「後見人等」という。）と

なり、被後見人等の財産管理、身上監護を行い、その権利を擁護することとした。 

 

（３ 対象  

法人後見人等の受任の対象者は、菰野町内に在住している者とし、他に適切な後見人等を得られ

ない者とした。また、菰野町長が法定後見の開始の審判を申立てた場合も含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

図 申立及び受任の可否判断までの流れ（熊田弁護士作成） 

４ 財 の保  

被後見人等の財産のうち、動産類や権利証等の重要書類は、本会が契約する金融機関の貸金庫に

おいて保管することとし、通常日常的に使用するものは、本会事務所に備える耐火性の保管庫に保

管することとしている。 
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のが現状である。 

また、成年後見制度で、第三者後見人が少ないのも現状であり、弁護士、司法書士、行政書士、

社会福祉士等でも取り組んではいるものの、責任の重さやその活動実態に沿った経費が無い場合も

あり、第三者後見を求める声に応じきれなくなっているのが現状である。 

第三者後見を求める声は増大するが、それを支える財政的問題及び専門家の量的問題があること

と、身上監護の意味を汲むと、今後の方向性は、地域住民がある程度この部分を負担してもらうこ

とが必要である。 

また、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度には、医療同意や入院保証、借家に入居する保証人

などの保証問題が課題となっている。 

 

 今後の し いく の  

（ の の  

 この事業利用者は、まさしくある程度の判断能力があり、住み慣れた自宅で生活を行っていきた

いと思っている方々が多い。 

 菰野町社協が協力支援している方は 30 名いるが、その中で在宅生活者が 60％を占めている。こ

の在宅生活者の多くは、この支援が無いと施設生活を余儀なくされる。また、負債を抱える利用者

が在宅生活者の約半分となっており、この事業で支援を行っているため、税金、社会保険料、公共

料金、借金等の支払いや返済がスムーズに代行されている。 

これらの実績からも、その方の尊厳を守る意味及び費用面からも、十分な効果が出ているため、

今後も積極的かつ早急に充実を図る必要がある。 

 

（ 人、法人後 の その財 の  

 上記の地域福祉権利擁護事業は、福祉サービス利用支援のため、業務の範囲が狭く、日常生活を

支えるには弱い。そのため、後見への移行が不可欠になるが、その担い手が無く、第三者に求める

こととなるが、その報酬が払えない方も多くなると予測される。 

 その方々は、最終的には措置となると思われるが、多くが措置とし、その方々の身上監護等の業

務を行っていくことになるが、現実的とはいえない。それを回避し、尊厳の守れる施策として、法

人後見等の整備が必要である。特に第三者制と信頼性の問題から行政が関与することは必須である。 

 

３ 後 人 の 成、その支 体 の  

 法人後見だけでは、費用的にも人的にも限度があるため、今の段階から、ボランタリーな活動を

促進していく施策が必要である。 

 しかし、ボランタリーな市民後見人にすべてを負担させることは、現段階としては、現実的でな

く、また事故が起きる可能性も大きいため、市民後見人を支援、監督する仕組みが必要である。 

 

（４ 心な保 の  

 成年後見でも解決できないことが、医療同意や入院保証、住宅等の借用保証である。この保証を、

非営利団体等で行っているが、高額な費用等も必要であるため、その保証を統一してできる団体な

どを設立するなどの仕組みづくりが急務である。 
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